
お友達紹介制度とは…Hondaスクール会員から普及コースに新入会頂けるお友達を紹介してもらう制度です。

【注意事項】

・この制度は、Hondaスクール会員のみご利用できます。(例)普及スクール会員、育成会員

・お友達が新会員となった時、紹介者がスクール会員であることが条件です。

・入会者に対して、紹介者は1名です。(複数で紹介された場合は、代表者1名が対象となります)

・制度利用の方(入会者＆紹介者)は、3ヶ月以内の退会は違約金が発生しますので予めご承知おき下さい。

・特典は、入会者の入会金額を紹介者と入会者それぞれに還元します。

(年長コース→￥2000還元、小学生コース→￥4000還元)

・還元方法は、会費請求時に上記金額を還元します。

・現金でのお取り扱いは行いません。

＜お申込み方法＞

お友達を紹介して頂ける方は、↓専用フォームからお申込みください。

入会者 → 最大￥４０００(入会金) OFF‼

紹介者 → １名につき最大￥４０００(月会費) OFF‼

入会者＆紹介者様ともに嬉しい特典‼


